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人事院勧告期に向けて（その２） 

人人事事院院勧勧告告はは２２カカ月月近近くく遅遅れれるる見見通通しし  
～今年の賃金確定闘争（秋闘）は、前例のない条件下での交渉が予想される～ 

 

 今年度の人事院勧告は、東日本大震災の影響を受け、人事院の民間給与の実態調査が大幅に遅れ、

8 月 10 日まで調査が行われています。これにより、例年 8 月上旬の人事院勧告が約 2 カ月近く遅れ

ると見込まれています。 

  

 更に、既に国家公務員の総人件費削減については、5 月に公務員連絡会と政府の間での交渉により

一定の妥結をしたことを受け、6 月 3 日に給与臨時特例法案が国会へ提出されたこと、また、非現業

職員への労働協約締結権の回復を明記した国家公務員制度改革関連四法案が国会提出された事態を

受けて、過去には無い情勢のもとで今年の人事院勧告の検討作業が行われています。 

 このことは、私たちがこれまで経験したことのない条件の下で今年の賃金確定闘争（秋闘）に挑ま

なければならないことを現しています。 

 

 この情勢を受け、公務員連絡会は 8 月 9 日に人事院に対して要求書を提出し、国家公務員に対する

事件費削減措置が地方公務員全体に反映させないという方針等に基づき交渉をしています。 

 

 羽幌町職としても中央本部、道本部、地方本部の取り組みに積極的に参加するとともに、私たちの

人事委員会のない自治体が給与決定の際に「人事院勧告尊重」「国家公務員準拠」を重視してきたな

か、今回の国家公務員給与削減はあくまで臨時的措置であることや地方公務員へは影響しないとした

政府見解をもとに、国家公務員のような給与削減がされないように交渉を進めて行くこととしていま

すので、組合員全員のご理解・ご協力をお願いします！ 

  


